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様式２－２－１ 中期目標期間評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人放射線医学総合研究所 

評価対象中期目

標期間 

中期目標期間実績評価 第 3 期 

中期目標期間 平成 23～27 年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 科学技術・学術政策局 担当課、責任者 研究開発基盤課量子研究推進室、上田光幸 

 評価点検部局  担当課、責任者  

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

３．評価の実施に関する事項 

 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

※平成２５年度評価までの評定は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成１４年３月２２日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。 

 また、平成２６年度における放射線医学総合研究所の自己評価は、上記方針に基づく評定となっている。 

※平成２６年度以降の評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

 

平成２５年度評価までの評定 平成２６年度評価以降の評定 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じ

て評定を付す。） 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、または中期

目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が１００％

以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達

成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％以上１００％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年

度に実施すべき中期計画の達成度が７０％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設

けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究

開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認め

られる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究

開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的か
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つ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的か

つ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

 

 

  



4 

 

様式２－２－２ 中期目標期間評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定※１ 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ） 

 （参考：見込評価） 

 

評定に至った理由  

 

 

２．法人全体に対する評価 

 

 

 

３．課題、改善事項など 

 

 

 

 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

 

監事の主な意見  

※１ Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 
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Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等を求める。 

※２ 平成 25年度評価までは、文部科学省独立行政法人評価委員会において総合評定を付しておらず、項目別評価の大項目について段階別評定を行っていたため、この評定を過年度の評定として参考に記載することとする。 
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様式２－２－３ 中期目標期間評価 項目別評定総括表 

中期目標（中期計画） 年度評価 中期目標期間評価 項目別

調書№ 

備考 

  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 見込評価 期間実績評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスとその他業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 S A A B  B    

 １．放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発等 

  １．放射線の医学的利用のための研究 

   １．重粒子線を用いたがん治療研究 A A A B  B    

    （１）重粒子線がん治療の標準化と適応の明確化のための研究 A A A B  B    

    （２）次世代重粒子線がん治療システムの開発研究 S S S A  A    

     （３）個人の放射線治療効果予測のための基礎研究 A A A B  B    

    （４）重粒子がん治療の国際競争力強化のための研究開発 A A A B  B    

   ２．分子イメージング技術を用いた疾患診断研究 A A A A  A    

    （１）PET 用プローブの開発及び製造技術の標準化及び普及のための研究 A A A B  A    

     （２）高度生体計測・解析システムの開発及び応用研究 S A A A  A    

     （３）分子イメージング技術によるがん等の病態診断研究 A A A B  B    

     （４）分子イメージング技術による精神・神経疾患の診断研究 A S S A  A    

２．放射線安全・緊急被ばく医療研究 

   １．放射線安全研究 A A A B  B    

    （１）小児の放射線防護のための実証研究 A A A B  B    

     （２）放射線リスクの低減化を目指した機構研究 A A A B  B    

     （３）科学的知見と社会を結ぶ規制科学研究 A A A B  B    

    ２．緊急被ばく医療研究 S A A B  A    

    （１）外傷又は熱傷などを伴う放射線障害（複合障害）の診断と治療のための研究 A A A B  B    

    （２）緊急被ばく医療機関の中心としての体制の整備及び関連業務 S A A A  A    

    （３）緊急被ばく医療のアジアへ等への展開 A A S B  A    

   ３．医療被ばく評価研究 A A A B  B    

 ３．放射線科学領域における基盤技術開発 A A A B  B    

   (１)放射線利用を支える基盤技術の開発研究 A A A B  B    

   (２)放射線科学研究への技術支援及び基盤整備 A A A B  B    

４．萌芽・創成的研究 A A A B  B    

 ２．研究開発成果の普及及び成果活用の促進 A A A B  B    

   １．研究開発成果の発信 B A A B  B    

   ２．研究開発成果の活用の促進 A A A B  B    

   ３．普及広報活動 S A A B  A    

  ３．国際協力及び国内外の機関、大学等との連携 A A A B  B    

  １．国際機関との連携 A A A B  B    

  ２．国内外の機関との研究協力及び共同研究 A A A B  B    

 ４．国の中核研究機関としての機能 A A S B  A    

   １．施設及び設備の共用化 A A A B  B    
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中期目標（中期計画） 年度評価 中期目標期間評価 項目別調書№ 備考 

  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 見込評価 期間実績評価 

   ２．放射線に係る技術の品質管理と保証 A A A B  B    

   ３．放射線に係る知的基盤の整備と充実 A A A B  B    

   ４．人材育成業務 S S S A  A    

   ５．国の政策・方針、社会的ニーズへの対応 S A S A  S    

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 A A A B  B    

  １．マネジメントの強化 S A A B  A    

   １．柔軟かつ効率的な組織の運営 S A A B  A    

   ２．内部統制の充実 A A A B  B    

  ２．自己点検と評価 A A A B  B    

  ３．リスク管理 A A A B  B    

  ４．業務の効率化 A A A B  B    

  ５．重粒子医科学センター病院の活用と効率的運営 A S A B  B    

  ６．自己収入の確保 A A A B  B    

  ７．契約の適正化 A A B B  B    

  ８．保有資産の見直し A A A B  B    

  ９．情報公開の促進 A A A B  B    

Ⅲ．予算、収支計画、資金計画 A A A B  B    

Ⅳ．短期借入金の限度額 ― ― ― ―  ―    

Ⅴ．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、その処分に関する計画 ― ― ― ―  ―    

Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又は担保にしようとするときは、その計画 ― ― ― ―  ―    

Ⅶ．剰余金の使途 A A A B  B    

Ⅷ．その他業務運営に関する重要事項 A A A B  B    

  １．施設及び設備に関する計画 A A A B  B    

  ２．人事に関する計画 A A A B  B    

  ３．中期目標期間を超える債務負担 A A A B  B    

  ４．積立金の使途 A A A B  B    

Ⅸ．特記事項（東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故復興・復旧への対応） S A A A  A    

 

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 

※平成２５年度評価までの評定は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成１４年３月２２日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。 

また、平成２６年度以降の評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

平成２５年度評価までの評定 平成２６年度評価以降の評定 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評定を付す。）  

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、または中期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画

の達成度が１００％以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％以

上１００％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。）  

【研究開発に係る事務及び事業（Ⅰ）】 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成

果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成

果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 
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Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的

な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的

な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

【研究開発に係る事務及び事業以外（Ⅱ以降）】 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期目標値の 120％以上で、かつ質的

に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期目標値の 120％以上）。 

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期目標値の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期目標値の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期目標値の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措

置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  評定  

Ⅰ．1 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発等 

Ⅰ．1．1 放射線の医学的利用のための研究 

Ⅰ．1．1．1 重粒子線を用いたがん治療研究 評定  

Ⅰ．1．1．1(1) 重粒子線がん治療の標準化と適応の明確化のための研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 5,669,816 5,472,466 5,033,993 4,526,068  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 １７６ １７０ １６３ １５８  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価  

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 重粒子線がん治療は、臓

器の別、がんの悪性度を

問わず良好な治療成績を

あげ、副作用が極めて少

なく低侵襲性で患者への

負担も少ない治療法であ

り、先進医療の承認も受

けている。  

今期においては前期にお

より患者の負担の少ない治療

法（治療期間の短縮、正常組織

の低侵襲化、治療成績の一層の

向上のための薬物併用等）を確

立し、標準化するための研究

や、難治性がん等への適応拡大

のための研究を実施する。  

 

・重粒子線がん治療の標準プロ

より患者の負担の少ない治療

法（治療期間の短縮、正常組織

の低侵襲化、治療成績の一層の

向上のための薬物併用等）を確

立し、標準化するための研究

や、難治性がん等への適応拡大

のための研究を実施する。 

 

・重粒子線がん治療の標準プロ

  評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 重粒子線がん治療の標準プロト

コールの確立に関して５つのプロ

トコールを臨床試験から先進医療

へ移行し、呼吸同期３次元高速ス

キャニング技術の臨床応用、PET

画像と重粒子線がん治療との融合

も着実に進展し、優れた成果が得
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ける成果を踏まえ、より

多くの患者に最適な治療

を提供するため、治療の

標準化や適応の拡大を目

指す。このため線量集中

性が高く、呼吸同期を可

能とする 3 次元高速スキ

ャニング技術の着実な臨

床応用に取り組むととも

に、照射が困難な部位の

治療を可能とする照射法

（小型回転ガントリー方

式）の実用化に取り組む。

また、画像診断技術を重

粒子線がん治療に融合

し、腫瘍の位置や経時変

化に即時に対応できる治

療技術の開発とその実用

化に取り組む。これらに

より、新たに 5 以上のプ

ロトコール(臨床試験計画

書)について臨床試験から

先進医療に移行するとと

もに、上記の新規照射技

術による治療の分割照射

回数については、現行技

術比 20%以上の短縮化を

目指す。  

また、ゲノム生物学や細

胞生物学的手法を用いた

粒子線生物学研究を実施

し、重粒子線によるがん

治療作用のメカニズムの

解明を通じて、重粒子線

がん治療に資する情報を

提供する。 

さらに、重粒子線がん治

療を国内外に普及するた

めの明確なビジョンと戦

略の下、関係機関との連

携、協力の全体像を明ら

トコールを確立するための臨

床試験及び先進医療を継続し、

そこから得られる臨床データ

及び知見を基礎として、進行性

の腎臓がんや胆管がん等の難

治性がん等への適応拡大を目

指した新たな臨床試験を実施

し、新たに 5 以上のプロトコー

ル(臨床試験計画書)について臨

床試験から先進医療に移行す

る。  

 

・呼吸同期 3 次元高速スキャニ

ング技術をはじめとした次世

代照射法を用いて、より良い線

量分布の下で臨床試験を開始

するとともに、最新の画像診断

技術を導入して、診断精度の向

上、治療計画の高精度化、さら

に、画像誘導技術を治療に応用

し、呼吸同期 3 次元高速スキャ

ニング技術を用いた治療の分

割照射回数について現行技術

比 20%以上の短縮化を目指し

た研究開発に取り組む。  

 

 

 

・ 根 拠 に 基 づ く 医 療

（ Evidence-based medicine; 

EBM）に配慮した研究を行う

ために、診療データの規格化を

進めるとともに国内外の研究

機関と情報連携を行い、広い視

野の下で臨床研究を推進する。  

 

トコールを確立するための臨

床試験及び先進医療を継続し、

そこから得られる臨床データ

及び知見を基礎として、進行性

の腎臓がんや胆管がん等の難

治性がん等への適応拡大を目

指した新たな臨床試験を実施

し、新たに 5 以上のプロトコー

ル(臨床試験計画書)について臨

床試験から先進医療に移行し

たか。 

 

・呼吸同期 3 次元高速スキャニ

ング技術をはじめとした次世

代照射法を用いて、より良い線

量分布の下で臨床試験を開始

するとともに、最新の画像診断

技術を導入して、診断精度の向

上、治療計画の高精度化、さら

に、画像誘導技術を治療に応用

し、呼吸同期 3 次元高速スキャ

ニング技術を用いた治療の分

割照射回数について現行技術

比 20%以上の短縮化を目指し

た研究開発に取り組んだか。 

 

 

 

・ 根 拠 に 基 づ く 医 療

（ Evidence-based medicine; 

EBM）に配慮した研究を行う

ために、診療データの規格化を

進めるとともに国内外の研究

機関と情報連携を行い、広い視

野の下で臨床研究を推進した

か。 

 

られている。 

 

＜今後の課題＞ 

・J-CROS は平成 26 年度に設置さ

れたところであり、今後の多施設

共同臨床研究による具体的な取組

を引き続き進めていく必要があ

る。 

 

・特に、重粒子線がん治療への早

期の保険適用に向け、関係機関が

一体となって、治療の安全性、有

効性に関する症例データの集積・

解析等の取組を進めること。 

 

＜その他事項＞ 
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かにした上で研究所とし

ての具体的かつ戦略的な

ロードマップを策定し、

その実践に不可欠な、国

際競争力強化や国内外機

関の研究者及び医療関係

者を対象とした専門家の

育成にも取り組む。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．1．1(2) 次世代重粒子線がん治療システムの開発研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  これまでに確立した呼吸同期 3

次元高速スキャニング技術に

基づき臨床研究を推進するた

めの治療システムの開発及び

整備を行う。さらに、高度な診

断情報に基づいた線量分布形

成のための照射に関する要素

技術開発を行う。 

  

・呼吸同期 3 次元高速スキャニ

ング技術を臨床応用に資する

ビーム制御技術の高度化研究

を行うとともに、多方向からの

照射に対応したビーム制御技

術を確立するため、照射が困難

これまでに確立した呼吸同期 3

次元高速スキャニング技術に

基づき臨床研究を推進するた

めの治療システムの開発及び

整備を行う。さらに、高度な診

断情報に基づいた線量分布形

成のための照射に関する要素

技術開発を行う。 

 

・呼吸同期 3 次元高速スキャニ

ング技術を臨床応用に資する

ビーム制御技術の高度化研究

を行うとともに、多方向からの

照射に対応したビーム制御技

術を確立するため、照射が困難

 

 

 

 

 評定 A 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 次世代重粒子線がん治療システ

ムの開発研究について、小型回転

ガントリーの技術開発など次世代

治療システムの開発研究が順調に

進み、成果を上げている。 

 また、線量計算の高精度化・高

速化、治療効果のモデル構築を目

指した要素技術開発に関しても、

顕著な成果の創出が認められる。 

 

 

＜今後の課題＞ 
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な部位の治療を可能とする小

型回転ガントリーに関連した

設計及び製作を行う。 

 

  

・個々の患者の腫瘍の位置やそ

の形状の日々の変化に臨機応

変に対応できる治療（オンデマ

ンド治療）を可能にするため、

腫瘍の画像化技術や患者位置

合わせ技術の確立に向けた要

素技術の開発を行う。  

 

 

・治療計画の高度化研究を行う

とともに、オンデマンド治療や

小型回転ガントリーによる治

療の実用化に向けた治療計画

システムを開発する。  

 

 

・治療照射やそれに起因する二

次放射線に対する物理学的及

び粒子線生物学的応答を明ら

かにし、治療効果のモデルを構

築し、適応拡大に資する情報を

提供する。  

 

 

・国内外の研究機関と連携し

て、ハード及びソフトの両面に

おける先進的な研究を進め、重

粒子線がん治療装置の一層の

小型化、低価格化を実現するた

めの設計を行う。  

 

な部位の治療を可能とする小

型回転ガントリーに関連した

設計及び製作を行ったか。 

 

 

・個々の患者の腫瘍の位置やそ

の形状の日々の変化に臨機応

変に対応できる治療（オンデマ

ンド治療）を可能にするため、

腫瘍の画像化技術や患者位置

合わせ技術の確立に向けた要

素技術の開発を行ったか。 

 

 

・治療計画の高度化研究を行う

とともに、オンデマンド治療や

小型回転ガントリーによる治

療の実用化に向けた治療計画

システムを開発したか。 

 

 

・治療照射やそれに起因する二

次放射線に対する物理学的及

び粒子線生物学的応答を明ら

かにし、治療効果のモデルを構

築し、適応拡大に資する情報を

提供したか。 

 

 

・国内外の研究機関と連携し

て、ハード及びソフトの両面に

おける先進的な研究を進め、重

粒子線がん治療装置の一層の

小型化、低価格化を実現するた

めの設計を行ったか。 

 

 

＜その他事項＞ 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．1．1(3) 個人の放射線治療効果予測のための基礎研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価）  

  放射線治療の効果が比較的

低い腫瘍や治療後に出現す

る転移がんのゲノムの構造

や機能の特徴と放射線を受

けた細胞の活性酸素生成と

その応答の特徴を解析し、

被照射組織の生物学的特徴

から重粒子線がん治療の適

用条件を明らかにするため

の基礎的研究を行う。 

  

・治療効果の異なる腫瘍や

転移がんのゲノム構造と遺

伝子発現の関連性を調べる

ことにより、治療効果が低

放射線治療の効果が比較的低

い腫瘍や治療後に出現する転

移がんのゲノムの構造や機能

の特徴と放射線を受けた細胞

の活性酸素生成とその応答の

特徴を解析し、被照射組織の

生物学的特徴から重粒子線が

ん治療の適用条件を明らかに

するための基礎的研究を行

う。 

 

・治療効果の異なる腫瘍や転

移がんのゲノム構造と遺伝子

発現の関連性を調べることに

より、治療効果が低い腫瘍に

 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 個人の放射線治療効果

予測のための基礎研究に

ついて、放医研でなけれ

ばできない分野の研究、

放医研の特徴を生かした

研究が地道に進められた

ことは評価出来る。 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 

 

 



15 

 

い腫瘍に特徴的な放射線応

答の仕組みを明らかにす

る。  

 

 

・被照射細胞内で生成する

活性酸素種とそれに続く生

体応答の特徴を個人差や腫

瘍ゲノムの特徴とともに解

析し、重粒子線がん治療へ

の抗酸化剤併用の影響を評

価する。  

 

特徴的な放射線応答の仕組み

を明らかにしたか。 

 

 

 

・被照射細胞内で生成する活

性酸素種とそれに続く生体応

答の特徴を個人差や腫瘍ゲノ

ムの特徴とともに解析し、重

粒子線がん治療への抗酸化剤

併用の影響を評価したか。 

 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．1．1(4) 重粒子線がん治療の国際競争力強化のための研究開発 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診

断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  重粒子線がん治療を諸外国

に展開するためのハードウ

ェア及びソフトウェアの研

究開発を実施する。  

 

・海外も視野に入れた重粒子

線がん治療施設の設計基準

を策定するとともに、運営シ

ステム、品質管理方法、被ば

く防護技術などの幅広い観

点での研究開発を行う。  

 

・重粒子線がん治療法の有効

性を明らかにするために、重

粒 子 線 が ん 治 療 装 置

重粒子線がん治療を諸外国に

展開するためのハードウェア

及びソフトウェアの研究開発

を実施する。 

 

・海外も視野に入れた重粒子線

がん治療施設の設計基準を策

定するとともに、運営システ

ム、品質管理方法、被ばく防護

技術などの幅広い観点での研

究開発を行ったか。 

 

・重粒子線がん治療法の有効性

を明らかにするために、重粒子

線がん治療装置（HIMAC）の

  評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 重粒子線がん治療の国際

競争力強化のための研究開

発については、HIMAC の共

同利用の実施、国外の研究

者も対象とした研修プログ

ラムの実施などの人材育成

が着実に進められた。 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 
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（HIMAC）の共同利用を中

心として、国内外の研究機関

と、生物、物理、治療及び防

護など幅広い分野での共同

研究を実施する。  

 

・国内外研究者及び医療関係

者 を 現 場 で の 実 務 訓 練

（OJT）により育成し、重粒

子線がん治療の普及のため

の体制や環境を整備する。 

 

  

・重粒子線がん治療を広く国

内外に普及するための短期

的、中期的な課題や民間企業

を含む関係機関との相互協

力のあり方等の全体像を明

らかにし、研究所として具体

的かつ戦略的なロードマッ

プを平成 23 年度中に策定

し、5 年間の出口を明らかに

した上で実施する。  

 

共同利用を中心として、国内外

の研究機関と、生物、物理、治

療及び防護など幅広い分野で

の共同研究を実施したか。 

 

 

・国内外研究者及び医療関係者

を現場での実務訓練（OJT）に

より育成し、重粒子線がん治療

の普及のための体制や環境を

整備したか。 

 

 

・重粒子線がん治療を広く国内

外に普及するための短期的、中

期的な課題や民間企業を含む

関係機関との相互協力のあり

方等の全体像を明らかにし、研

究所として具体的かつ戦略的

なロードマップを平成 23 年度

中に策定し、5 年間の出口を明

らかにした上で実施したか。 

 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．1．2 分子イメージング技術を用いた疾患診断研究 評定  

Ⅰ．1．1．2(1) PET 用プローブの開発及び製造技術の標準化及び普及のための研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0225 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 1,479,590 1,315,540 1,189,875 1,006,282  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 ７４ ７４ ７０ ７０  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 生命現象及びその異常

を分子レベルで非侵襲

的に画像化する分子イ

メージング技術は、放

射線の医学的利用分野

において近年めざまし

い発展を遂げ、疾病の

早期診断や効率的な創

薬を実現可能にしてき

た。前期では分子イメ

ージング研究プログラ

ム（第 I 期平成 17～21

年度）における、PET

PET を用いたがんや精

神・神経疾患等の病態研

究及び診断研究に必要な

分子プローブ開発を行

う。 

 

・プローブ開発のために

必要な核種、合成法、合

成システムの開発などの

技術基盤を強化し、がん

及び精神・神経疾患など

の原因や治療の指針とな

る高機能分子プローブを

PET を用いたがんや精神・神経

疾患等の病態研究及び診断研究

に必要な分子プローブ開発を行

う。 

 

 

・プローブ開発のために必要な

核種、合成法、合成システムの

開発などの技術基盤を強化し、

がん及び精神・神経疾患などの

原因や治療の指針となる高機能

分子プローブをそれぞれ複数種

開発し、臨床研究に提供したか。 

 

 

 

 評定 A 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 PET 用プローブの開発

並びに製造技術の標準化

及び普及のための研究に

ついて、日本核医学会基準

準拠製造施設の認証を我

が国で初めて受けたほか、

[１１C]PBB３をはじめと

する複数の PET プローブ

について、製造技術の指導

や他施設への提供を行う

など、顕著な成果の創出が
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（ポジトロン断層撮像

法）疾患診断研究拠点

として、研究所が培っ

てきた放射線科学の研

究基盤を活用し、世界

最大の分子プローブラ

イブラリー、高感度プ

ローブの製造及び高感

度検出器の開発に関す

る世界有数の技術を有

するに至った。引き続

き、研究所は、我が国

における分子イメージ

ング技術を用いた疾患

診断研究の拠点とし

て、将来の医療産業を

担う研究開発の中核と

して機能することが期

待されている。  

今期においては、これ

までに得られた画像診

断技術やそれらを用い

た研究成果を臨床研究

に発展させることに重

点化する。具体的には、

がん及び精神・神経疾

患のPETプローブにつ

いてそれぞれ複数種を

臨床研究に提供するこ

とに加え、いまだ病態

や原因が明確ではない

がん及び精神・神経疾

患に係る病因分子やそ

の病態機序の解明に取

り組み、早期診断の実

現に向けたイメージン

グ評価指標を開発し、

実証する。また、がん

病態診断法等の有用性

を実証し、重粒子線が

ん治療の最適化への応

それぞれ複数種開発し、

臨床研究に提供する。  

 

 

 

 

・特に有用性が高い PET

用プローブについて臨床

応用に適した標準化製造

法を確立し国内外の施設

に技術展開する。  

 

 

・先進医療承認に不可欠

な、査察を含む薬剤製造

基準標準化等の制度整備

等に向けたオールジャパ

ン体制を、関連学会等と

連携の上、構築する。  

 

 

 

 

 

 

 

・特に有用性が高い PET 用プロ

ーブについて臨床応用に適した

標準化製造法を確立し国内外の

施設に技術展開したか。 

 

 

 

・先進医療承認に不可欠な、査

察を含む薬剤製造基準標準化等

の制度整備等に向けたオールジ

ャパン体制を、関連学会等と連

携の上、構築したか。 

認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 
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用を図る。さらに、診

断及び画像誘導治療技

術に必須となる革新的

高精細、広視野 PET 装

置（OpenPET 装置等）

の臨床応用を視野に入

れた実証機を開発す

る。 

 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．1．2(2) 高度生体計測・解析システムの開発及び応用研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診

断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0225 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  分子イメージングに用い

られる計測装置及びデー

タ解析技術の開発により

生体機能の複合的計測法

を確立する。  

 

 

・OpenPET 装置などの

実証機を開発し、画像誘

導放射線治療技術へ応用

する手法を研究するとと

もに、PET 診断の高度化

に向けた要素技術やシス

テムについての研究開発

を行う。 

分子イメージングに用いられる計

測装置及びデータ解析技術の開発

により生体機能の複合的計測法を

確立する。 

 

 

 

・OpenPET 装置などの実証機を開

発し、画像誘導放射線治療技術へ応

用する手法を研究するとともに、

PET 診断の高度化に向けた要素技

術やシステムについての研究開発

を行ったか。 

 

 

 

 

。 

 

 評定 A 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 高度生体計測・解析シス

テムの開発及び応用研究

について、Open-PET 装置

の実証機の開発やタウタ

ンパク測定用トレーサー

である[11C]PBB3 の定量

測定法を確立するなど、顕

著な成果を創出したと認

められる。 

 

＜今後の課題＞ 
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・PET、MRI（核磁気共

鳴画像法）、二光子顕微鏡

等を用いた生体イメージ

ング技術を開発し、これ

らを用いて疾患の診断と

治療の基盤となる生体情

報を抽出し、体系化する。  

 

・PET、MRI（核磁気共鳴画像法）、

二光子顕微鏡等を用いた生体イメ

ージング技術を開発し、これらを用

いて疾患の診断と治療の基盤とな

る生体情報を抽出し、体系化した

か。 

＜その他事項＞ 

 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

 

様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．1．2(3) 分子イメージング技術によるがん等の病態診断研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診

断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0225 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  がん等の疾患の病態を捉

える分子プローブを用い

た基礎研究及び臨床研究

を推進するとともに、分子

標的診断等のプローブや

複合機能プローブなどの

開発研究を行う。  

 

・分子プローブを用いた疾

患の病態評価法を確立し、

有用性の評価に向けた早

期臨床研究を行い、臨床診

断における有用性を証明

する。 

 

がん等の疾患の病態を捉え

る分子プローブを用いた基

礎研究及び臨床研究を推進

するとともに、分子標的診

断等のプローブや複合機能

プローブなどの開発研究を

行う。 

 

・分子プローブを用いた疾

患の病態評価法を確立し、

有用性の評価に向けた早期

臨床研究を行い、臨床診断

における有用性を証明した

か。 

 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 分子イメージング技術に

よるがん等の病態診断研究

について、分子標的診断等

のプローブや複合機能プロ

ーブの開発研究は計画通り

に着実に進められている。 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 
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・種々の分子標的を特異的

にターゲティングするプ

ローブを開発し、2～3 種の

プローブについて、疾患モ

デル動物を用いて、診断応

用等におけるプローブ設

計の正当性を実証する。  

 

 

・転移がん等の病態を検出

するための複合機能プロ

ーブを開発し、あわせて、

疾患の病態を反映する機

能性プローブ及びイメー

ジング技術を発展させ、病

態モデルを用いて前臨床

での有用性を実証する。  

  

・種々の分子標的を特異的

にターゲティングするプロ

ーブを開発し、2～3 種のプ

ローブについて、疾患モデ

ル動物を用いて、診断応用

等におけるプローブ設計の

正当性を実証したか。 

 

 

・転移がん等の病態を検出

するための複合機能プロー

ブを開発し、あわせて、疾

患の病態を反映する機能性

プローブ及びイメージング

技術を発展させ、病態モデ

ルを用いて前臨床での有用

性を実証したか。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．1．2(4) 分子イメージング技術による精神・神経疾患の診断研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0225 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  精神・神経疾患の診断イメ

ージングバイオマーカー

の評価手法の開発を推進

し、基礎及び臨床研究を通

じた脳のメカニズムの解

明及び治療法評価等、生活

の質の改善につながるイ

メージング評価指標を開

発し、実証する。  

 

・認知症のイメージングバ

イオマーカーを病態プロ

セスごとに探索し、臨床で

の評価を行う。  

 

精神・神経疾患の診断イメ

ージングバイオマーカーの

評価手法の開発を推進し、

基礎及び臨床研究を通じた

脳のメカニズムの解明及び

治療法評価等、生活の質の

改善につながるイメージン

グ評価指標を開発し、実証

する。 

 

・認知症のイメージングバ

イオマーカーを病態プロセ

スごとに探索し、臨床での

評価を行ったか。 

 

 

 

 

 

 評定 A 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 分子イメージング技術

による精神・神経疾患の

診断研究について、より

普及性の高い、アルツハ

イマー病アミロイドイメ

ージング用 SPECT プロ

ーブ、並びにタウイメー

ジング用 F-18 標識 PET 

プローブの開発に成功し

ているほか、[11C]PBB3 

を用いることにより、多

様な認知症におけるタウ

蓄積の特徴的パターンが
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・精神・神経疾患の症状の

関連脳領域とその背景に

ある分子を同定し、動物を

用いて局在機能の分子メ

カニズムの検証を行う。 

 

 

・認知症をはじめとする精

神・神経疾患の病態及び治

療効果に関する客観的評

価法を複数確立する。  

 

・精神・神経疾患の症状の

関連脳領域とその背景にあ

る分子を同定し、動物を用

いて局在機能の分子メカニ

ズムの検証を行ったか。 

 

 

・認知症をはじめとする精

神・神経疾患の病態及び治

療効果に関する客観的評価

法を複数確立したか。 

明らかとなり、疾患鑑別、

重症度評価に有用である

ことを示すなど、顕著な

成果が創出されていると

認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．2 放射線安全・緊急被ばく医療研究 

Ⅰ．1．2．1 放射線安全研究 評定  

Ⅰ．1．2．1(1) 小児の放射線防護のための実証研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 646,710 215,023 204,826 204,826  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 ５３ ３４ ２９ ２８  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 研究所は、放射線の生物影響、環境影

響及び医学的利用に関する研究基盤を

最大限に活用し、安全規制の科学的合

理性を高めるために利用可能な知見を

蓄積する。特に放射線防護のための安

全基準の策定に係わる国際的な検討に

際しても、原子力安全委員会及び安全

規制担当部局の技術支援機関として、

主体的及び組織的な対応を行う国内拠

点としての活動を行う。放射線の感受

性については国内外で関心の高い小児

国際的に求められている

小児等の放射線感受性を

定量的に評価するための

実証研究を行い、より合理

的な放射線防護を目的と

した新しい規制基準の科

学的根拠を放射線及び原

子力安全規制関連の国際

機関に提供する。  

 

 

国際的に求められている小

児等の放射線感受性を定量

的に評価するための実証研

究を行い、より合理的な放

射線防護を目的とした新し

い規制基準の科学的根拠を

放射線及び原子力安全規制

関連の国際機関に提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 小児の放射線防護のため

の実証研究について、放医

研ならではの研究になって

いる。計画に沿って一定の

成果が得られており、着実

に進展していると判断され

る。 

 

＜今後の課題＞ 
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に対する放射線防護の実証研究によ

り、放射線感受性を定量的に評価し、

放射線及び原子力安全規制関連の国際

機関に提供する。  

また、被ばく影響研究に関しては、放

射線影響のメカニズムを明らかにする

研究を通じて、放射線及び原子力安全

規制関連の国際機関における診断、治

療及び放射線作業時のリスク低減化方

策を策定する際の基盤となる科学的根

拠を示す。さらに、規制科学研究に関

しては、ヒトや環境への長期的影響を

考慮した防護の基準やガイドラインの

設定に必要な知見を国内外の規制当局

に提供するとともに、国民の視線に立

った放射線防護体系の構築に資するた

め、放射線影響評価研究に社会科学的

要素を取り入れた解析を行い、放射線

安全に対する社会的理解の増進に有効

なリスクコミュニケーション手法を開

発し、実証する。 

 

 

・動物を用いた実証研究に

より、小児の重粒子線と中

性子線の生物効果比を算

出し、放射線年齢加重係数

に関する情報を提供する。 

 

 

 

・反復被ばくのリスク評価

モデルの構築に必要な反

復効果係数を提示する。  

 

・動物を用いた実証研究に

より、小児の重粒子線と中

性子線の生物効果比を算出

し、放射線年齢加重係数に

関する情報を提供したか。 

 

 

 

・反復被ばくのリスク評価

モデルの構築に必要な反復

効果係数を提示したか。 

・細胞レベルでの年齢依存

性の観察を通して、がん化

プロセスの全体像を構築し

て検証していく研究が期待

される。 

・動物モデルによる年齢影

響の成果が、放射線の人体

影響にどの様に応用、外挿

できるかの検討。 

・γ線の低線量被ばく研究

についてはどのように進め

るのか検討が必要である。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．2．1(2) 放射線リスクの低減化を目指した機構研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  個人の感受性を勘案した

よりきめ細かな放射線防

護を目指し、放射線影響の

メカニズムを明らかにす

る研究（機構研究）に基づ

き、放射線のリスクを低減

させるために必要な知見

を提供する。  

 

 

・放射線発がんに対する感

受性の高い個人について

の防護手法を検討するた

め、放射線感受性を修飾す

る非遺伝的要因の解明と

個人の感受性を勘案したより

きめ細かな放射線防護を目指

し、放射線影響のメカニズムを

明らかにする研究（機構研究）

に基づき、放射線のリスクを低

減させるために必要な知見を

提供する。 

 

 

 

・放射線発がんに対する感受性

の高い個人についての防護手

法を検討するため、放射線感受

性を修飾する非遺伝的要因の

解明と放射線感受性タンパク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 放射線リスクの低減

化を目指した機構研究

について、地道な研究

であるが、放医研なら

ではの研究になってい

る。計画に沿って一定

の成果が得られてお

り、着実に進展してい

ると判断される。 

 

＜今後の課題＞ 

・リスク低減化に放射

線適応応答がどのよう
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放射線感受性タンパク質

マーカー等の同定を行う。  

 

 

・放射線適応応答の修飾要

因やゲノム損傷応答因子

の役割を明らかにし、生物

の放射線に対する応答を

利用した積極的防護方策

を放射線及び原子力安全

規制関連の国際機関に提

案する。  

 

質マーカー等の同定を行った

か。 

 

 

・放射線適応応答の修飾要因や

ゲノム損傷応答因子の役割を

明らかにし、生物の放射線に対

する応答を利用した積極的防

護方策を放射線及び原子力安

全規制関連の国際機関に提案

したか。 

に関係するかはメカニ

ズムの視点から議論し

なければ、分割効果や

線量率効果との関係が

導けないのではない

か。 

 

・放射線影響のメカニ

ズム研究のさらなる高

度化。 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．2．1(3) 科学的知見と社会を結ぶ規制科学研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  放射線規制に関する喫緊の課

題について、防護の基準やガ

イドラインの設定に不可欠な

知見を提供するための調査研

究を行い、科学的根拠に基づ

く規制の方策やより合理的な

新たな放射線防護体系を目指

した放射線規制のあり方を規

制当局に提言する。  

 

 

・ラドン、自然放射性物質

（NORM）、航空機内におけ

る宇宙線など自然放射線源に

よる職業被ばくや公衆被ばく

放射線規制に関する喫緊の課

題について、防護の基準やガイ

ドラインの設定に不可欠な知

見を提供するための調査研究

を行い、科学的根拠に基づく規

制の方策やより合理的な新た

な放射線防護体系を目指した

放射線規制のあり方を規制当

局に提言する。 

 

 

・ラドン、自然放射性物質

（NORM）、航空機内における

宇宙線など自然放射線源によ

る職業被ばくや公衆被ばくの

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 科学的知見と社会を結

ぶ規制科学研究につい

て、多様な活動を着実に

進め、成果を生み出して

おり、計画は達成されて

いると判断できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・規制科学の視点からは

福島事故以後、生物への

環境影響が社会的にも注

目される。作業者の健康

影響調査と並んで、放医
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の線量評価や影響評価に基づ

いた規制方策や被ばく低減手

法を提示する。  

 

 

・放射線の健康リスクに関す

る疫学研究等のデータを数理

統計学的手法により総合的に

解析し、リスクコミュニケー

ション手法の開発と併せて社

会的合理性にも配慮した防護

方策を提示する。  

 

 

・環境の放射線防護のための

新たな安全基準の構築のため

に、環境及び生物への移行パ

ラメータ整備、生物線量評価

モデル構築、無影響線量及び

線量率の評価を行う。  

 

線量評価や影響評価に基づい

た規制方策や被ばく低減手法

を提示したか。 

 

 

・放射線の健康リスクに関する

疫学研究等のデータを数理統

計学的手法により総合的に解

析し、リスクコミュニケーショ

ン手法の開発と併せて社会的

合理性にも配慮した防護方策

を提示したか。 

 

 

・環境の放射線防護のための新

たな安全基準の構築のために、

環境及び生物への移行パラメ

ータ整備、生物線量評価モデル

構築、無影響線量及び線量率の

評価を行ったか。 

研が今後さらに研究を推

進して貢献すべき研究課

題である。 

 

・NORM を含む放射線の

健康リスクに関する疫学

研究等のデータを総合的

に解析し、分かりやすい

資料を作成すると共にこ

れらのデータをリスクコ

ミュニケーションに取り

入れる 

 

・放射線リスクコミュニ

ケーションに用いるいろ

いろな資料を作成してい

るが、国民のリスク認知

は不十分と考えられるこ

とから、上記の知見や低

線量リスク評価を広く社

会に発信する方策を検討

継続することとが重要で

ある。 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．2．2 緊急被ばく医療研究 評定  

Ⅰ．1．2．2(1) 外傷又は熱傷などを伴う放射線障害 （複合障害）の診断と治療のための研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

政策：復興施策の推進 

施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0069 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 235,901 1,503,262 689,308 703,609  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 ３３ ３２ ３０ ２７  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 研究所は、放射線被ばく事故や原

子力災害の万が一の発生に適切に

備え、国の三次被ばく医療機関と

しての役割を果たすために求めら

れる緊急被ばく医療についての専

門的な診断と治療に関する研究を

行う。また、外傷又は熱傷との複

合障害等への対応を充実するた

め、複合障害に対する線量評価や

基礎研究を総合的に実施し、医療

技術を向上する。研究所の緊急被

複合障害の診断に不可欠

な線量評価並びに計測技

術開発研究、他の施設では

行うことが出来ないアク

チニドによる体内汚染治

療に関する研究及び再生

医療応用のための基礎研

究を総合的に推進する。  

 

・アクチニドによる体内汚

染に対しては、性状分析な

複合障害の診断に不可欠

な線量評価並びに計測技

術開発研究、他の施設では

行うことが出来ないアク

チニドによる体内汚染治

療に関する研究及び再生

医療応用のための基礎研

究を総合的に推進する。 

 

・アクチニドによる体内汚

染に対しては、性状分析な

 

 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 外傷又は熱傷などを伴

う放射線障害 （複合障害）

の診断と治療のための研

究について、放医研ならで

はの研究となっている。計

画に沿って一定の成果が

得られており、着実に進展

していると判断される。 
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ばく医療支援体制の維持整備を通

じて、全国的な緊急被ばく医療体

制の整備に貢献し、放射線及び原

子力安全行政の活動の一端を担

う。さらに、国際的な緊急被ばく

医療支援の中核機関の一つとして

国際的な専門家や機関との連携を

強化し、アジアを中心とした被ば

く医療体制整備に向けた国際的な

支援を行う。 

どを通してその特性を把

握するとともに、体外計

測、バイオアッセイ、スメ

アなど各種評価手法の最

適化を行う。また、放射線

被ばくに対しては、染色体

異常などの詳細解析から、

より正確な線量評価法を

確立する。  

 

 

・アクチニドによる短中期

毒性の低減化を目指し、動

物実験により治療候補薬

の探索を行う。  

 

 

・間葉系幹細胞移植等の再

生医療技術を放射線被ば

くの治療へ応用し、実効性

のある被ばく治療法を確

立するための基礎研究を

行う。  

  

どを通してその特性を把

握するとともに、体外計

測、バイオアッセイ、スメ

アなど各種評価手法の最

適化を行ったか。また、放

射線被ばくに対しては、染

色体異常などの詳細解析

から、より正確な線量評価

法を確立したか。 

 

 

・アクチニドによる短中期

毒性の低減化を目指し、動

物実験により治療候補薬

の探索を行ったか。 

 

 

・間葉系幹細胞移植等の再

生医療技術を放射線被ば

くの治療へ応用し、実効性

のある被ばく治療法を確

立するための基礎研究を

行ったか。 

 

＜今後の課題＞ 

・目指すべき具体的目標を

明らかにし、課題を精査す

る必要がある。 

 

・福島事故を経験して、今

まで以上に治療よりも診

断（モニタリング）に重点

をおき、緊急被ばく医療の

モニタリングに特化した

実用的な研究の推進が期

待される。 

 

・実践的な放射線防護剤の

開発、開発した生物学的線

量評価法の普及。 

 

・複合核種汚染動物モデル

で除染治療薬剤の探索な

らびに市販医薬品の開発

を今後とも継続する。 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．2．2 (2) 緊急被ばく医療機関の中心としての体制の整備及び関連業務 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

政策：復興施策の推進 

施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第六

号 

第一号に掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関

又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、放

射線による人体の障害の予防、診断及び治療を行うこと 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0069 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  万が一の放射線被ばく事故

や原子力災害の発生に備

え、人的資源、資機材の整

備、及び全国の緊急被ばく

医療体制整備への支援を行

う。  

 

・研究所外の緊急被ばく医

療や生物学的・物理学的線

量評価の専門家との協力体

制を維持しつつ、迅速な情

報及びデータ伝達等の体制

を整備する。 

万が一の放射線被ばく事故や

原子力災害の発生に備え、人

的資源、資機材の整備、及び

全国の緊急被ばく医療体制整

備への支援を行う。 

 

 

・研究所外の緊急被ばく医療

や生物学的・物理学的線量評

価の専門家との協力体制を維

持しつつ、迅速な情報及びデ

ータ伝達等の体制を整備した

か。 

 

 

 

 評定 A 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 緊急被ばく医療機関の

中心としての体制の整備

及び関連業務について、緊

急被ばく医療などの専門

家との協力体制を維持し

ており、期待された以上の

役割を果たしている。 

 

＜今後の課題＞ 

・福島事故以前からも放医

研の役割の大きさは指摘

 



36 

 

・緊急被ばく医療に係わる

国内の医療関係者や防災関

係者が、被ばく患者の初期

対応を確実に実施できるよ

う、研修を通じて緊急被ば

く医療の知識を普及する。  

 

 

・地方自治体や地域の医療

機関と連携し、国や地方自

治体が行う防災訓練や国民

保護に係る訓練等に対して

も支援を行う。  

 

・緊急被ばく医療に係わる国

内の医療関係者や防災関係者

が、被ばく患者の初期対応を

確実に実施できるよう、研修

を通じて緊急被ばく医療の知

識を普及したか。 

 

 

・地方自治体や地域の医療機

関と連携し、国や地方自治体

が行う防災訓練や国民保護に

係る訓練等に対しても支援を

行ったか。 

 

 

されてきたが、十分に浸透

していたわけではない。こ

の動きを一時的なものに

しないために、医療関係者

を含めた災害関係者の教

育体制の仕組み（卒前、卒

後など）の構築を関係機関

とともに行う必要がある。

放医研はそのリーダーシ

ップをとるべきである。 

 

・原子力災害時の医療体制

に於ける放医研の役割の

明確化と機能強化。 

 

・防災訓練の結果を踏ま

え、実効力のある体制構築

にむけたさらなる検討が

必要である。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．2．2 (3) 緊急被ばく医療のアジア等への展開 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

政策：復興施策の推進 

施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第

六号 

第一号に掲げる業務として行うもののほか、関係行政機

関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合

に、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療を行

うこと。 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0069 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  アジア地域等との専門家間の緊急被ば

く医療に関するネットワークを構築

し、原子力利用の安全確保に寄与する。 

 

  

・研究所の持つ知見、技術を海外の専

門家に研修を通じて伝える。また海外

の被ばく医療情報を収集し、我が国の

緊急被ばく医療に役立てる。WHO 及

び IAEA とも、専門家会議を通じて情

報交換を行う。 

 

アジア地域等との専門家間の緊急被ばく医

療に関するネットワークを構築し、原子力

利用の安全確保に寄与する。 

 

 

・研究所の持つ知見、技術を海外の専門家

に研修を通じて伝えたか。また海外の被ば

く医療情報を収集し、我が国の緊急被ばく

医療に役立てたか。WHO 及び IAEA とも、

専門家会議を通じて情報交換を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 A 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 緊急被ばく医療のアジ

ア等への展開について、国

の内外に対する情報の発

信・収集、積極的な対外活

動、WHO の協力センター

への指定、国際機関の訓練

参加等、ミッションが成し

遂げられ、顕著な成果をあ

げている。 
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・万が一アジア地域等で汚染や被ばく

事故が発生した際、当該国や国際機関

からの要請に応じて被ばく医療に関し

て要員派遣等により協力できる体制を

整える。  

 

・万が一アジア地域等で汚染や被ばく事故

が発生した際、当該国や国際機関からの要

請に応じて被ばく医療に関して要員派遣等

により協力できる体制を整えたか。 

＜今後の課題＞ 

・韓国の緊急時のカウンタ

ーパートである KIRAMS

との関係を強化し、緊急時

の協力体制整備に向けて

活動を行うべきである。 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．2．3 医療被ばく評価研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 29,500 25,960 30,589 30,589  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 １ １ １ ３  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 医療分野における放射線

利用の急速な増加に伴い、

一人あたりの医療被ばく

も増加傾向にあることか

ら、世界的にその防護方策

が検討されている。放射線

防護体系の 3 原則（行為の

正当化、防護の最適化、線

量限度の適用）のうち、医

療被ばくの防護では線量

限度が適用されないため、

行為の正当化（放射線診療

により患者が得るベネフ

ィットがリスクを上回る

こと）や防護の最適化が大

医療被ばくの国内実態調査

や国際動向に関する調査を

実施するとともに、研究所内

外の基礎研究及び疫学研究

の成果を統合し、放射線診療

のリスクを定量化する。得ら

れた医療被ばく情報をデー

タベース化して医療関係者

及び研究者間で共有し、医療

被ばくの正当化の判断や防

護の最適化及び国内外の安

全基準の策定に貢献する。ま

た我が国の患者の被ばく線

量に関する情報を原子放射

線の影響に関する国連科学

医療被ばくの国内実態調査や

国際動向に関する調査を実施

するとともに、研究所内外の基

礎研究及び疫学研究の成果を

統合し、放射線診療のリスクを

定量化したか。得られた医療被

ばく情報をデータベース化し

て医療関係者及び研究者間で

共有し、医療被ばくの正当化の

判断や防護の最適化及び国内

外の安全基準の策定に貢献す

る。また我が国の患者の被ばく

線量に関する情報を原子放射

線の影響に関する国連科学委

員(UNSCEAR)等、国際機関に

 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 医療被ばく評価研究

について、少人数で多

くの評価研究が着実に

実施されている。 

 医療被ばくは CT 大

国の日本がやるべき課

題であり、被ばくの評

価、必要十分な被ばく

量の推定、さらには医

療現場への周知にも力

を入れることを期待す

る。 
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変重要である。研究所は、

これまで、放射線影響や放

射線防護に関する国際機

関に対して我が国の医療

被ばくの実態に関する調

査結果を提供してきたこ

と、及び放射線審議会にお

ける国際放射線防護委員

会（ICRP）2007 年勧告の

国内制度等への取り込み

についての審議を踏まえ、

患者個人の被ばく線量や

健康影響を把握し、行為の

正当化の適正な判断や防

護の最適化に基づく合理

的な医療被ばく管理に向

けて長期的に取り組む。  

今期においては、研究所が

蓄積した医療情報等を活

用し、放射線治療患者の二

次がんリスクを定量化す

る。また、関連学会と連携

して放射線診断で用いて

いる線量等に関する実態

調査研究を実施し、医療被

ばくの線量の合理的低減

化に関する基準、並びに我

が国における放射線治療

及び診断時の安全管理方

策の策定のために必要な

情報を安全規制担当部局

に提示する。 

委員(UNSCEAR)等、国際機

関に報告する。  

 

・CT、PET、PET/CT、重

粒子線がん治療等における

患者の臓器線量評価に係る

調査研究を行う。小児の CT

に関しては関連学会と協力

しつつ、診断参考レベルを国

の安全規制担当部局に提示

する。 

 

 

・関連学協会を含めたオール

ジャパンの組織を構築し、医

療被ばく防護のエビデンス

を収集・共有・集約し、国の

安全規制行政に反映可能な

提案を行う。  

 

 

・研究所が有する子宮頸がん

の放射線治療患者（3400 人）

の追跡調査情報を用いて、二

次がんリスクを定量化する。  

 

 

・医療で用いられる放射線に

より生じる細胞、組織又は臓

器レベルの生物学的影響に

係る調査研究を行う。  

 

 

・医療従事者、患者及び社会

とのリスク・ベネフィットコ

ミュニケーションのための

情報収集と手法開発を行う。  

  

 

 

報告する。 

 

 

・CT、PET、PET/CT、重粒子

線がん治療等における患者の

臓器線量評価に係る調査研究

を行ったか。小児の CT に関し

ては関連学会と協力しつつ、診

断参考レベルを国の安全規制

担当部局に提示したか。 

 

 

 

・関連学協会を含めたオールジ

ャパンの組織を構築し、医療被

ばく防護のエビデンスを収

集・共有・集約し、国の安全規

制行政に反映可能な提案を行

ったか。 

 

 

・研究所が有する子宮頸がんの

放射線治療患者（3400 人）の

追跡調査情報を用いて、二次が

んリスクを定量化したか。 

 

 

・医療で用いられる放射線によ

り生じる細胞、組織又は臓器レ

ベルの生物学的影響に係る調

査研究を行ったか。 

 

 

・医療従事者、患者及び社会と

のリスク・ベネフィットコミュ

ニケーションのための情報収

集と手法開発を行ったか。 

 

＜今後の課題＞ 

・医療被ばく問題は、

医療だけでなく、規制

科学の視点からも検討

して、患者のリスクと

ベネフィットを把握す

るための仕組みを構築

すべきである。放射線

の利用と並んで放医研

が今後さらに研究を推

進して貢献すべき重要

な研究課題である。 

・診断参考レベルの全

国的な普及、啓発、及

び医療被ばく線量の登

録、管理システムの開

発。 

・CT やＰＥＴに関して

さらに適用例を増や

し、検証を加えて診断

参考レベルを提示する

ことが望まれる。 
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４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．3 放射線科学領域における基盤技術開発 評定  

Ⅰ．1．3 (1) 放射線利用を支える基盤技術の開発研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 515,943 452,663 412,472 416,602  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 ２５ ２４ ２２ ２２  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 放射線発生装置の稼働、

放射線照射場の開発と

検出装置や測定装置、放

射線影響研究に適した

実験動物や遺伝情報科

学などの研究基盤を法

規制や基準に沿う形で

維持するばかりでなく、

研究開発業務の進捗に

合わせた新規技術の導

入や独自の技術を開発

することは、研究所のみ

ならず国の放射線科学

放射線科学研究を推進する

ために必要な以下の開発研

究を行い、実用化を進める。  

 

・低線量放射線の発生及び

照射技術並びに関連する分

析技術の開発を行う 

 

 

・放射線照射場の開発並び

に放射線検出器及び測定装

置の開発を行う。  

 

放射線科学研究を推進するた

めに必要な以下の開発研究を

行い、実用化を進める。 

 

・低線量放射線の発生及び照

射技術並びに関連する分析技

術の開発を行ったか。 

 

 

・放射線照射場の開発並びに

放射線検出器及び測定装置の

開発を行ったか。 

 

   

 

評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 放射線利用を支える基

盤技術の開発研究につい

て、計測装置等の開発が

一定の成果を収めている

ほか、実験動物、iPS 細

胞研究についても順調に

成果があげられており、

研究は着実に進捗してい

るものと認められる。 
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領域の研究開発の発展

には不可欠である。  

研究所は、研究開発業務

の円滑な推進のため、基

盤技術分野による支援

体制を維持することに

加え、研究開発業務の支

援に応用可能な技術や

システム開発の研究に

積極的に取り組む。さら

に、基盤技術を継承して

いくための専門家も育

成する。 

・放射線科学研究に資する

ための実験動物に関する研

究及び技術開発を行う。  

 

 

・放射線科学研究に資する

遺伝情報科学に関連した研

究及び技術開発を行う。  

 

・放射線科学研究に資するた

めの実験動物に関する研究及

び技術開発を行ったか。 

 

 

・放射線科学研究に資する遺

伝情報科学に関連した研究及

び技術開発を行ったか。 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．3 (2) 放射線科学研究への技術支援及び基盤整備 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第

三号 

研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を

行う者の共用に供すること 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  放射線科学研究を支える

基盤技術等の研究基盤を

維持、管理及び整備すると

ともに、開発研究成果を含

む最新技術の支援業務へ

の反映にも努める。これら

基盤技術を所内外に提供

し、放射線科学研究の成果

拡大に資する。 

 

・放射線科学研究に関わる

施設及び設備の適切な維

持管理及び改善を行い、基

盤的研究環境を提供する。  

放射線科学研究を支える基盤

技術等の研究基盤を維持、管

理及び整備するとともに、開

発研究成果を含む最新技術の

支援業務への反映にも努めた

か。これら基盤技術を所内外

に提供し、放射線科学研究の

成果拡大に資する。 

 

 

・放射線科学研究に関わる施

設及び設備の適切な維持管理

及び改善を行い、基盤的研究

環境を提供したか。 

 

 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 放射線科学研究への

技術支援及び基盤整備

について、放射線照射

施設の安定稼働や実験

動物の提供などが順調

に行われ、研究支援を

着実に行っており、期

待された役割を果たし

ていると認められる。 

 

＜今後の課題＞ 
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・適正で効果的な動物実験

を遂行するため、実験動物

に関する環境や資源の整

備、技術提供及び品質管理

を行う。 

 

  

・既存の基盤技術あるいは

開発・導入した最新技術を

駆使して研究支援を行う。  

 

 

・研究開発成果の発信及び

活用の促進を図るための

研究情報基盤を整備する。  

 

 

・研究所の研究業務遂行に

必要な基盤技術を継承し、

かつ向上するために、専門

家を育成する。  

 

・適正で効果的な動物実験を

遂行するため、実験動物に関

する環境や資源の整備、技術

提供及び品質管理を行った

か。 

 

 

・既存の基盤技術あるいは開

発・導入した最新技術を駆使

して研究支援を行ったか。 

 

 

・研究開発成果の発信及び活

用の促進を図るための研究情

報基盤を整備したか。 

 

 

・研究所の研究業務遂行に必

要な基盤技術を継承し、かつ

向上するために、専門家を育

成したか。 

 

＜その他事項＞ 

 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．1．４ 萌芽・創成的研究 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第一号 

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政

策評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 148,205 148,205 148,205 148,205  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 理事長のリーダーシップ

の下、研究所の将来を担

う可能性を有する長期的

視点に立った基礎研究を

はじめ、新たな研究分野

の創出及び次世代研究シ

ーズの発掘等を目的とし

た研究を積極的かつ戦略

的に行う。 

理事長のリーダーシップ

による迅速かつ柔軟な対

応の下、新たな研究分野の

創出及び新たな研究シー

ズとなり得る研究を積極

的に推進する。  

 

・所内公募により、研究者

の独創的な発想に基づく

ボトムアップ型の研究課

題や将来の競争的外部資

金の獲得につながる研究

課題に資金配分を行う。  

理事長のリーダーシップ

による迅速かつ柔軟な対

応の下、新たな研究分野

の創出及び新たな研究シ

ーズとなり得る研究を積

極的に推進する。 

 

・所内公募により、研究

者の独創的な発想に基づ

くボトムアップ型の研究

課題や将来の競争的外部

資金の獲得につながる研

究課題に資金配分を行っ

たか。 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 萌芽・創成的研究につ

いて、理事長のリーダー

シップの下、実施されて

いる。PDCA サイクルを

回し、外部委員の参画に

より順調に進んでおり、

研究課題の公募、採択、

実施がうまく実施され、

継続して良い研究成果が

生まれているなど、全体

的なレベルアップが見ら

れる。 

 前期同様に新たな分野
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が創成され、一定の成果

を上げていることから、

計画は着実に達成されて

いると判断出来る。 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２ 研究開発成果の普及及び成果活用の促進 評定  

Ⅰ．２．1 研究開発成果の発信 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第

二号 

前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を

促進すること 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 68,892 59,929 53,936 53,936  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 知的財産の取扱いと発信する研究開

発成果の質の向上に留意しつつ、研究

所の研究開発成果の国内外における

普及を促進する。このため、研究成果

については、国民との双方向コミュニ

ケーションが可能となる広報及び啓

発活動に取り組む。  

特許については、国内出願時の市場

性、実用可能性等の審査などを含めた

出願から、特許権の取得及び保有まで

のガイドラインを策定し、特許権の国

内外での効果的な実施許諾等の促進

 

研究所で得られた研究成果の普

及を図るため、原著論文による発

表、シンポジウムの開催等を行

う。  

・原著論文数は中期目標期間内で

1,500 報以上を目指す。論文の質

を維持するために、原著論文の

70％以上は、当該分野の国際的

主要誌への発表とする。  

 

1. 研究開発成果の発信 

研究所で得られた研究成果の普及

を図るため、原著論文による発表、

シンポジウムの開催等を行った

か。原著論文数は中期目標期間内

で 1,500 報以上を目指す。論文の

質を維持するために、原著論文の

70％以上は、当該分野の国際的主

要誌への発表とする。 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 研究開発成果の発信に

ついて、中期計画期間を

通じて、継続的にシンポ

ジウムが開催され、原著

論文発表数も中期計画に

定められた目標数の

1500 報を超える見込み

であることから、計画は

着実に達成されていると

判断出来る。 
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に取り組む。また、重粒子線がん治療

技術等の国際展開を見据え、効果的な

国際特許の取得及びその活用のため

の戦略を策定し、これを実施する。 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．2 研究開発成果の活用の促進 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第二

号 

前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を

促進すること 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  社会ニーズを踏まえ、研究

開発成果の知的財産化を促

進するなど、企業等による

研究所の研究開発成果の利

用機会を拡充し、社会還元

を目的とした知的財産の一

層の活用を図る。 

 

  

・研究開発成果の最も効果

的で効率の良い活用を図る

ため、国内特許出願の市場

性、実用可能性等の事前審

査により出願を精選する。

社会ニーズを踏まえ、研究開

発成果の知的財産化を促進す

るなど、企業等による研究所

の研究開発成果の利用機会を

拡充し、社会還元を目的とし

た知的財産の一層の活用を図

る。 

 

 

・研究開発成果の最も効果的

で効率の良い活用を図るた

め、国内特許出願の市場性、

実用可能性等の事前審査によ

り出願を精選したか。またこ

 

 

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 研究開発成果の活用の

促進について、特許出願

等ガイドライン、同ガイ

ドラインの運用要領の策

定を行うとともに、これ

らに沿って権利化と活用

に取り組んでおり、計画

は着実に達成されている

と判断出来る。 

 

＜今後の課題＞ 
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またこのために外部機関を

効果的に活用するととも

に、目利き人材育成を図る。

これらについて、平成 23

年度中にガイドラインを策

定する。  

 

 

・研究所の持つ特許や特殊

ノウハウ等について、展示

会等を利用して説明の機会

を増やすことにより、国内

外での実施許諾等の一層の

促進を図る。  

 

 

・重粒子線がん治療技術等

の国際展開等を見据えて、

効果的な国際特許の取得及

び活用のための戦略を平成

23 年度中に策定し、実施す

る。  

のために外部機関を効果的に

活用するとともに、目利き人

材育成を図ったか。これらに

ついて、平成 23 年度中にガイ

ドラインを策定したか。 

 

 

 

・研究所の持つ特許や特殊ノ

ウハウ等について、展示会等

を利用して説明の機会を増や

すことにより、国内外での実

施許諾等の一層の促進を図っ

たか。 

 

 

・重粒子線がん治療技術等の

国際展開等を見据えて、効果

的な国際特許の取得及び活用

のための戦略を平成 23 年度

中に策定し、実施したか。 

＜その他事項＞ 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．3 普及広報活動 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第

二号 

前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を

促進すること 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） － － － －  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  公的な研究機関として社会

の期待に応えるため国民の

疑問やニーズに適切に応え

られるよう、関連機関との

協力も含めた体制を整え、

戦略的かつ効果的な広報活

動を実施する。  

 

 

・インターネットを基軸と

しつつ、その他多様な媒体

も活用して、双方向性を有

した情報発信を行う。  

 

公的な研究機関として社会

の期待に応えるため国民の

疑問やニーズに適切に応え

られるよう、関連機関との

協力も含めた体制を整え、

戦略的かつ効果的な広報活

動を実施する。 

 

 

・インターネットを基軸と

しつつ、その他多様な媒体

も活用して、双方向性を有

した情報発信を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

評定 A 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 普及広報活動につい

て、東電福島第一原発事

故後、放医研の広報活動

の重要性は一層高まって

いる。福島県など、不安

解消を目的とした放射線

に関する一般市民向け講

習会を開催するなど、社

会ニーズに応えた活動が

行われており、計画は期

待以上に達成されている

と判断出来る。 
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・外部向け講演会等を通じ

て研究所の研究者等が国民

と直接接する機会を拡充

し、情報発信に努める。  

 

・外部向け講演会等を通じ

て研究所の研究者等が国民

と直接接する機会を拡充

し、情報発信に努めたか。 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式２－２－４－１ 中期目標期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．３ 国際協力及び国内外の機関、大学等との連携 評定  

Ⅰ．３．1 国際機関との連携 

関連する政策・施策 政策目標 9：科学技術の戦略的重点化 

施策目標 9-1：ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組 

施策目標 9-5：原子力・核融合分野の研究・開発・利用（紛争解決を含む）の推進 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第十四条第

七号 

前各号の業務に附帯する業務を行うこと 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

平成 27 年度行政事業レビューシート番号 0231 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 基準値等 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

 計画値       予算額（千円） 25,155 21,882 19,694 19,694  

 実績値       決算額（千円） － － － －  

 達成度       経常費用（千円） － － － －  

 計画値       経常利益（千円） － － － －  

 
実績値 

      行政サービス実施コスト

（千円） 
－ － 

－ －  

  達成度       従事人員数 － － － －  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価軸（評価の視点）、指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 関係行政機関の要請を

受けて、放射線や原子

力に関わる安全管理や

規制あるいは研究に携

わる国際機関に積極的

に協力する。特に、｢成

長に向けての原子力戦

略｣（平成 22 年 5 月 25

日原子力委員会決定）

を踏まえ、国際原子力

機関（IAEA）や国際社

会とのネットワークの

強化に向けた取り組み

国際機関との連携を強化し、

放射線医学研究及び放射線安

全研究分野における我が国を

代表する機関として、国際的

に重要な役割を果たすことを

目指す。  

 

 

・協働センターとしての活動

を始めとする様々な活動の下

に、国際原子力機関（IAEA）

との連携を強化し、職員の派

遣などを通じて積極的に

国際機関との連携を強化し、放射

線医学研究及び放射線安全研究分

野における我が国を代表する機関

として、国際的に重要な役割を果

たすことを目指す。 

 

 

 

・協働センターとしての活動を始

めとする様々な活動の下に、国際

原子力機関（IAEA）との連携を強

化し、職員の派遣などを通じて積

極的に IAEA の活動に参画する。

 

 

 

 

 評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 国際機関との連携に

つ い て 、 IAEA 、

UNSCEAR、ICRP 等と

の連携協力が密接に実

施されており、放射線

医学及び放射線安全分

野における我が国を代

表する機関として、着

実に役割を果たしたと

判断できる。 
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を行う。  

さらに、放射線科学分

野の研究開発を効果的

かつ効率的に実施し、

その成果を社会に還元

するため、産業界、大

学を含む研究機関及び

関係行政機関との連携

関係を構築する。また

社会ニーズを的確に把

握し、研究開発に反映

して、共同研究等を効

果的に進める。 

IAEA の活動に参画する。ま

た、国際原子力機関/アジア原

子 力 地 域 協 力 協 定

（IAEA/RCA）の事務局機能

等を分担する。  

 

・原子放射線の影響に関する

国 連 科 学 委 員 会

（UNSCEAR）、国際放射線防

護委員会 （ICRP）等の国際

機関又は委員会に対しては、

国内対応委員会の組織化を行

うとともに国内会合を主催す

る。  

 

 

・国際標準化機構（ISO）、国

際電気標準会議（IEC）等の

国際機関における放射線測定

等に係る機器及び技術に関す

る国際標準の策定に積極的に

関与する。  

 

また、国際原子力機関/アジア原子

力地域協力協定（IAEA/RCA）の

事務局機能等を分担したか。 

 

 

 

・原子放射線の影響に関する国連

科学委員会（UNSCEAR）、国際放

射線防護委員会（ICRP）等の国際

機関又は委員会に対しては、国内

対応委員会の組織化を行うととも

に国内会合を主催したか。 

 

 

 

 

・国際標準化機構（ISO）、国際電

気標準会議（IEC）等の国際機関に

おける放射線測定等に係る機器及

び技術に関する国際標準の策定に

積極的に関与したか。 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

 

４．その他参考情報 

（諸情勢の変化、評価対象法人に係る分析等、必要に応じて欄を設け記載） 
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